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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

 当社は、平成21年 5月 1日付の「訴訟の提起に関するお知らせ」で情報開示いたしましたとおり、

当社の元相談役ら4名の関連当事者（以下「被告ら」といいます。）を被告として、名古屋地方裁判所

に対し損害賠償請求訴訟（以下「本訴訟」といいます。）を提起しておりましたが、被告らのうち、和

解が成立しなかった被告 3 名（元相談役Ａ、元取締役Ｂ、元社長Ｃ）との関係において、平成 25 年

10 月 29 日に同裁判所より判決が言い渡され、本日判決内容を確認しましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 
 

1． 判決のあった裁判所及び年月日 

名古屋地方裁判所 平成25年 10月 29日 

 

2． 訴訟の内容及び判決に至るまでの経緯 

当社は平成 19 年 10 月 5 日、金融庁・東海財務局から引受主幹事会社を務めた上場会社の株式の

株価に関する旧証券取引法違反（相場固定）行為に対し、業務停止等の処分を受けました。これに

伴い当社は、平成20年5月28日に日本証券業協会及び名古屋証券取引所から過怠金（合計2億5000

万円）の賦課等の処分を受け、また、名古屋地方検察庁から同法違反（相場固定）で起訴され、同

年6月17日に名古屋地方裁判所より2500万円の罰金刑の判決を受け、いずれも納付いたしました。 

当社は、被告らが旧証券取引法違反（相場固定）を共謀して行ったこと、又は、かかる法令違反

行為が発生したことによる不法行為又は善管注意義務及び忠実義務違反を理由に、平成21年 5月 1

日、被告らに対して、損害賠償（約4億2000万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払

済みまで年5分の割合による遅延損害金）を請求する旨の本訴訟を提起いたしました。 

  その後、証人尋問・和解交渉等の手続きを経て、被告らのうち、和解が成立しなかった被告3名

との関係において、今般、判決が言い渡されることとなりました。 

 



 

3． 判決の内容 

（1）被告Ａは、原告に対し、被告Ｂと第2項の限度で、被告Ｃと第3項の限度で各連帯して、3億9930

万 8994円及びこれに対する平成21年 5月 28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支

払え。 

（2）被告Ｂは、原告に対し、被告Ａと全部、被告Ｃと第3項の限度で各連帯して、3億9930万 8994

円及びこれに対する平成21年 5月 29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 

（3）被告Ｃは、原告に対し、被告Ａ及び被告Ｂと連帯して、3億9777万 7781円及びこれに対する平

成21年 5月 29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 

（4）原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 

（5）原告は、被告Ｂに対し、450万円及びこれに対する平成20年 3月 26日から支払済みまで年6分

の割合による金員を支払え。 

（6）被告Ａ及び被告Ｃの反訴請求をいずれも棄却する。 

（7）訴訟費用は、本訴について生じた部分は被告らの負担とし、被告Ａの反訴について生じた部分は

被告Ａの負担とし、被告Ｂの反訴について生じた部分は原告の負担とし、被告Ｃの反訴について

生じた部分は被告Ｃの負担とする。 

（8）この判決は、第1項ないし第3項及び第5項に限り、仮に執行することができる。 

 

4． 今後の見通し 

本件につきましては、今後の訴訟の帰趨および判決が命じた損害賠償金額の受領の可能性は未だ

不確定であります。このため、業績に与える影響は現時点では明らかでありませんが、今後開示す

べき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 


